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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両走行用の動力源として交流モータを搭載する電動車両の制御装置であって、
　前記交流モータを駆動するインバータと、
　パルス幅変調法に基づいて、前記インバータのスイッチング素子をオン／オフするため
の信号を生成する信号生成部と、
　前記インバータのスイッチング周波数が予め定められた周波数よりも低いとき、前記信
号生成部において用いられる変調波の中心値を可変制御することによって前記インバータ
の損失を低減可能に構成された制御部とを備える、電動車両の制御装置。
【請求項２】
　前記予め定められた周波数は、前記インバータのスイッチング損失に対して前記インバ
ータのオン損失が相対的に大きくなるスイッチング周波数の領域に基づいて設定される、
請求項１に記載の電動車両の制御装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記インバータのスイッチング周波数が前記予め定められた周波数より
も低く、かつ、前記交流モータの回転数が予め定められた回転数よりも低いとき、前記変
調波の中心値を可変制御することによって前記インバータにおける電流集中を抑止可能に
構成される、請求項１または請求項２に記載の電動車両の制御装置。
【請求項４】
　前記交流モータの各相電流を検出する電流検出部をさらに備え、
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　前記制御部は、電流が最大の相において前記インバータから前記交流モータへ電流が流
れているとき、前記信号生成部において用いられる搬送波の中央値よりも小さくなるよう
に前記変調波の中心値を変更し、前記電流最大の相において前記交流モータから前記イン
バータへ電流が流れているとき、前記搬送波の中央値よりも大きくなるように前記変調波
の中心値を変更する、請求項３に記載の電動車両の制御装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記インバータの各相におけるオン損失が均衡するように予め求められ
た値に前記変調波の中心値を変更する、請求項４に記載の電動車両の制御装置。
【請求項６】
　前記制御部は、電流が最大の相の変調波が所定の最大値または最小値となることによっ
てその電流最大の相のスイッチング動作が停止してその他の相による変調制御が行なわれ
るように、前記変調波の中心値を変更する、請求項３に記載の電動車両の制御装置。
【請求項７】
　前記インバータの素子温度を検出する温度検出部をさらに備え、
　前記制御部は、前記素子温度が最大の相において前記インバータから前記交流モータへ
電流が流れているとき、前記信号生成部において用いられる搬送波の中央値よりも小さく
なるように前記変調波の中心値を変更し、前記温度最大の相において前記交流モータから
前記インバータへ電流が流れているとき、前記搬送波の中央値よりも大きくなるように前
記変調波の中心値を変更する、請求項３に記載の電動車両の制御装置。
【請求項８】
　前記インバータの素子温度を検出する温度検出部と、
　前記素子温度が最大である相に流れる電流値が減少するように、前記変調波の位相を変
更する位相変更部とをさらに備える、請求項３に記載の電動車両の制御装置。
【請求項９】
　前記位相変更部は、前記電流値が略零となるように前記変調波の位相を変更する、請求
項８に記載の電動車両の制御装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記交流モータの回転数が前記予め定められた回転数以上のとき、前記
インバータの全体の損失が最小となるように前記変調波の位相ごとに予め求められた値に
前記変調波の中心値を可変制御する、請求項３に記載の電動車両の制御装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記変調波の中心値を変更したことにより前記変調波のピークが搬送波
のピークを超えた場合、前記変調波のピークが前記搬送波のピークよりも小さくなるよう
に前記変調波の中心値を補正する、請求項１０に記載の電動車両の制御装置。
【請求項１２】
　車両の駆動力を発生する交流モータと、
　前記交流モータの出力軸に連結される車輪と、
　請求項１から請求項１１のいずれか１項に記載の制御装置とを備える電動車両。
【請求項１３】
　車両走行用の動力源として交流モータを搭載する電動車両の制御方法であって、
　パルス幅変調法に基づいて、前記交流モータを駆動するインバータのスイッチング素子
をオン／オフするための信号を生成する第１のステップと、
　前記インバータのスイッチング周波数が予め定められた周波数よりも低いとき、前記信
号の生成に用いる変調波の中心値を可変制御することによって前記インバータの損失を低
減する第２のステップとを備える、電動車両の制御方法。
【請求項１４】
　前記予め定められた周波数は、前記インバータのスイッチング損失に対して前記インバ
ータのオン損失が相対的に大きくなるスイッチング周波数の領域に基づいて設定される、
請求項１３に記載の電動車両の制御方法。
【請求項１５】
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　前記第２のステップにおいて、前記インバータのスイッチング周波数が前記予め定めら
れた周波数よりも低く、かつ、前記交流モータの回転数が予め定められた回転数よりも低
いとき、前記変調波の中心値を可変制御することによって前記インバータにおける電流集
中が抑止される、請求項１３または請求項１４に記載の電動車両の制御方法。
【請求項１６】
　前記第２のステップにおいて、電流が最大の相において前記インバータから前記交流モ
ータへ電流が流れているとき、前記信号の生成に用いる搬送波の中央値よりも小さくなる
ように前記変調波の中心値が変更され、前記電流最大の相において前記交流モータから前
記インバータへ電流が流れているとき、前記搬送波の中央値よりも大きくなるように前記
変調波の中心値が変更される、請求項１５に記載の電動車両の制御方法。
【請求項１７】
　前記第２のステップにおいて、前記インバータの各相におけるオン損失が均衡するよう
に予め求められた値に前記変調波の中心値が変更される、請求項１６に記載の電動車両の
制御方法。
【請求項１８】
　前記第２のステップにおいて、電流が最大の相の変調波が所定の最大値または最小値と
なることによってその電流最大の相のスイッチング動作が停止してその他の相による変調
制御が行なわれるように、前記変調波の中心値が変更される、請求項１５に記載の電動車
両の制御方法。
【請求項１９】
　前記第２のステップにおいて、前記インバータの素子温度が最大の相において前記イン
バータから前記交流モータへ電流が流れているとき、前記信号の生成に用いる搬送波の中
央値よりも小さくなるように前記変調波の中心値が変更され、前記温度最大の相において
前記交流モータから前記インバータへ電流が流れているとき、前記搬送波の中央値よりも
大きくなるように前記変調波の中心値が変更される、請求項１５に記載の電動車両の制御
方法。
【請求項２０】
　前記インバータの素子温度が最大である相に流れる電流値が減少するように、前記変調
波の位相を変更する第３のステップをさらに備える、請求項１５に記載の電動車両の制御
方法。
【請求項２１】
　前記第３のステップにおいて、前記電流値が略零となるように前記変調波の位相が変更
される、請求項２０に記載の電動車両の制御方法。
【請求項２２】
　前記交流モータの回転数が前記予め定められた回転数以上のとき、前記インバータの全
体の損失が最小となるように前記変調波の位相ごとに予め求められた値に前記変調波の中
心値を可変制御する第４のステップをさらに備える、請求項１５に記載の電動車両の制御
方法。
【請求項２３】
　前記変調波の中心値を変更したことにより前記変調波のピークが搬送波のピークを超え
たか否かを判定する第５のステップと、
　前記変調波のピークが前記搬送波のピークを超えたと判定された場合、前記変調波のピ
ークが前記搬送波のピークよりも小さくなるように前記変調波の中心値を補正する第６の
ステップをさらに備える、請求項２２に記載の電動車両の制御方法。
【請求項２４】
　請求項１３から請求項２３のいずれか１項に記載の電動車両の制御方法をコンピュータ
に実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、車両走行用の動力源として交流モータを搭載する電動車両の制御技術に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、環境問題を背景に、電気自動車（Electric Vehicle）やハイブリッド車両（Hybr
id Vehicle）、燃料電池車（Fuel Cell Vehicle）などの電動車両が注目されている。こ
れらの電動車両の多くは、車両走行用の動力源として、インバータによって駆動される交
流モータを搭載する。
【０００３】
　このような電動車両においては、たとえば登坂時に駆動トルクと車重とが釣り合ってい
わゆる「モータロック状態」（モータトルクを出力しつつモータ回転数が極めて低い状態
）になると、特定の相に電流が集中して流れることによりインバータの損失が増大し、イ
ンバータが短時間で過熱し得る。
【０００４】
　そこで、特許第３６２５４２９号公報（特許文献１）は、交流電圧基準の周波数が所定
値以下のとき、電力変換器を構成するスイッチング素子の損失を低減可能な制御装置を開
示する。この制御装置は、電力変換器を構成する電力半導体素子をＰＷＭ（Pulse Width 
Modulation）制御する。そして、制御装置は、交流電圧基準の周波数が所定値以下のとき
、交流電圧基準に直流オフセット電圧を加えて、電力半導体素子の損失を低減させる。
【０００５】
　この制御装置によれば、交流低周波通電時の電力半導体素子の損失を低減することが可
能となる（特許文献１参照）。
【特許文献１】特許第３６２５４２９号公報
【特許文献２】特開平９－１９１５０８号公報
【特許文献３】特開２０００－１０２２５７号公報
【特許文献４】特開平６－２４５５７７号公報
【特許文献５】特開２００４－４８８８５号公報
【特許文献６】特開２００３－２０４０２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　インバータの損失は、スイッチング素子がオン／オフする際に発生するスイッチング損
失と、スイッチング素子がオンしているときに発生するオン損失とからなる。しかしなが
ら、上記特許第３６２５４２９号公報に開示される手法は、スイッチング素子のオン損失
のみに着目したものであり、スイッチング損失も併せたトータルの損失を考慮した場合、
必ずしも効果的でない可能性がある。
【０００７】
　それゆえに、この発明の目的は、インバータの損失を効果的に低減可能な電動車両の制
御装置およびそれを備えた電動車両を提供することである。
【０００８】
　また、この発明の別の目的は、インバータの損失を効果的に低減可能な電動車両の制御
方法およびその制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピ
ュータ読取可能な記録媒体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明によれば、電動車両の制御装置は、車両走行用の動力源として交流モータを搭
載する電動車両の制御装置であって、インバータと、信号生成部と、制御部とを備える。
インバータは、交流モータを駆動する。信号生成部は、パルス幅変調法に基づいて、イン
バータのスイッチング素子をオン／オフするための信号を生成する。制御部は、インバー
タのスイッチング周波数が予め定められた周波数よりも低いとき、信号生成部において用



(5) JP 4424421 B2 2010.3.3

10

20

30

40

50

いられる変調波の中心値を可変制御することによってインバータの損失を低減可能に構成
される。
【００１０】
　好ましくは、予め定められた周波数は、インバータのスイッチング損失に対してインバ
ータのオン損失が相対的に大きくなるスイッチング周波数の領域に基づいて設定される。
【００１１】
　好ましくは、制御部は、インバータのスイッチング周波数が予め定められた周波数より
も低く、かつ、交流モータの回転数が予め定められた回転数よりも低いとき、変調波の中
心値を可変制御することによってインバータにおける電流集中を抑止可能に構成される。
【００１２】
　さらに好ましくは、電動車両の制御装置は、電流検出部をさらに備える。電流検出部は
、交流モータの各相電流を検出する。制御部は、電流が最大の相においてインバータから
交流モータへ電流が流れているとき、信号生成部において用いられる搬送波の中央値より
も小さくなるように変調波の中心値を変更する。また、制御部は、電流最大の相において
交流モータからインバータへ電流が流れているとき、搬送波の中央値よりも大きくなるよ
うに変調波の中心値を変更する。
【００１３】
　さらに好ましくは、制御部は、インバータの各相におけるオン損失が均衡するように予
め求められた値に変調波の中心値を変更する。
【００１４】
　好ましくは、制御部は、電流が最大の相の変調波が所定の最大値または最小値となるこ
とによってその電流最大の相のスイッチング動作が停止してその他の相による変調制御が
行なわれるように、変調波の中心値を変更する。
【００１５】
　好ましくは、電動車両の制御装置は、温度検出部をさらに備える。温度検出部は、イン
バータの素子温度を検出する。制御部は、素子温度が最大の相においてインバータから交
流モータへ電流が流れているとき、信号生成部において用いられる搬送波の中央値よりも
小さくなるように変調波の中心値を変更する。また、制御部は、温度最大の相において交
流モータからインバータへ電流が流れているとき、搬送波の中央値よりも大きくなるよう
に変調波の中心値を変更する。
【００１６】
　好ましくは、電動車両の制御装置は、温度検出部と、位相変更部とをさらに備える。温
度検出部は、インバータの素子温度を検出する。位相変更部は、素子温度が最大の相に流
れる電流値が減少するように変調波の位相を変更する。
【００１７】
　さらに好ましくは、位相変更部は、電流値が略零となるように変調波の位相を変更する
。
【００１８】
　好ましくは、制御部は、交流モータの回転数が予め定められた回転数以上のとき、イン
バータの全体の損失が最小となるように変調波の位相ごとに予め求められた値に変調波の
中心値を可変制御する。
【００１９】
　さらに好ましくは、制御部は、変調波の中心値を変更したことにより変調波のピークが
搬送波のピークを超えた場合、変調波のピークが搬送波のピークよりも小さくなるように
変調波の中心値を補正する。
【００２０】
　また、この発明によれば、電動車両は、車両の駆動力を発生する交流モータと、交流モ
ータの出力軸に連結される車輪と、上述したいずれかの制御装置とを備える。
【００２１】
　また、この発明によれば、電動車両の制御方法は、車両走行用の動力源として交流モー
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タを搭載する電動車両の制御方法であって、第１および第２のステップを備える。第１の
ステップでは、パルス幅変調法に基づいて、交流モータを駆動するインバータのスイッチ
ング素子をオン／オフするための信号が生成される。第２のステップでは、インバータの
スイッチング周波数が予め定められた周波数よりも低いとき、信号の生成に用いる変調波
の中心値を可変制御することによってインバータの損失が低減される。
【００２２】
　好ましくは、予め定められた周波数は、インバータのスイッチング損失に対してインバ
ータのオン損失が相対的に大きくなるスイッチング周波数の領域に基づいて設定される。
【００２３】
　好ましくは、第２のステップにおいて、インバータのスイッチング周波数が予め定めら
れた周波数よりも低く、かつ、交流モータの回転数が予め定められた回転数よりも低いと
き、変調波の中心値を可変制御することによってインバータにおける電流集中が抑止され
る。
【００２４】
　さらに好ましくは、第２のステップにおいて、電流が最大の相においてインバータから
交流モータへ電流が流れているとき、信号の生成に用いる搬送波の中央値よりも小さくな
るように変調波の中心値が変更される。また、電流最大の相において交流モータからイン
バータへ電流が流れているときは、搬送波の中央値よりも大きくなるように変調波の中心
値が変更される。
【００２５】
　さらに好ましくは、第２のステップにおいて、インバータの各相におけるオン損失が均
衡するように予め求められた値に変調波の中心値が変更される。
【００２６】
　好ましくは、第２のステップにおいて、電流が最大の相の変調波が所定の最大値または
最小値となることによってその電流最大の相のスイッチング動作が停止してその他の相に
よる変調制御が行なわれるように、変調波の中心値が変更される。
【００２７】
　好ましくは、第２のステップにおいて、インバータの素子温度が最大の相においてイン
バータから交流モータへ電流が流れているとき、信号の生成に用いる搬送波の中央値より
も小さくなるように変調波の中心値が変更される。また、温度最大の相において交流モー
タからインバータへ電流が流れているときは、搬送波の中央値よりも大きくなるように変
調波の中心値が変更される。
【００２８】
　好ましくは、電動車両の制御方法は、第３のステップをさらに備える。第３のステップ
では、インバータの素子温度が最大の相に流れる電流値が減少するように変調波の位相が
変更される。
【００２９】
　好ましくは、第３のステップにおいて、電流値が略零となるように変調波の位相が変更
される。
【００３０】
　好ましくは、電動車両の制御方法は、第４のステップをさらに備える。第４のステップ
では、交流モータの回転数が予め定められた回転数以上のとき、インバータの全体の損失
が最小となるように変調波の位相ごとに予め求められた値に変調波の中心値が可変制御さ
れる。
【００３１】
　さらに好ましくは、電動車両の制御方法は、第５および第６のステップをさらに備える
。第５のステップでは、変調波の中心値を変更したことにより変調波のピークが搬送波の
ピークを超えたか否かが判定される。第６のステップでは、変調波のピークが搬送波のピ
ークを超えたと判定された場合、変調波のピークが搬送波のピークよりも小さくなるよう
に変調波の中心値が補正される。
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【００３２】
　また、この発明によれば、記録媒体は、コンピュータ読取可能な記録媒体であって、上
述したいずれかの電動車両の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを記
録する。
【発明の効果】
【００３３】
　この発明においては、インバータは、パルス幅変調法に基づいてＰＷＭ制御される。こ
こで、インバータの損失はスイッチング損失とオン損失とからなり、インバータのスイッ
チング周波数が低いときはオン損失が支配的となり、スイッチング周波数が高くなるに従
ってスイッチング損失の割合が増大するところ、この発明においては、インバータのスイ
ッチング周波数が予め定められた周波数よりも低いとき、すなわち、オン損失が支配的と
なる低スイッチング周波数のとき、信号生成部において用いられる変調波の中心値を可変
制御することによってインバータのオン損失を低減する。したがって、この発明によれば
、インバータの損失を効果的に低減することができる。
【００３４】
　また、この発明においては、インバータのスイッチング周波数が予め定められた周波数
よりも低く、かつ、交流モータの回転数が予め定められた回転数よりも低いとき（モータ
ロック状態検出時）、すなわち、スイッチング損失が小さいことによりインバータのトー
タルの損失はそれ程大きくはないけれどもモータ回転数が低いために特定の相に電流が集
中することによって熱的に厳しい状況のとき、変調波の中心値を可変制御することによっ
てオン損失を低減し、インバータにおける電流集中を抑止する。したがって、この発明に
よれば、特定の素子または相に電流が集中して流れるのを抑止することができる。その結
果、インバータが過熱損傷するのを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中
同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００３６】
　［実施の形態１］
　図１は、この発明の実施の形態１による電動車両のパワートレーン構成を示した図であ
る。図１を参照して、この電動車両１００は、蓄電装置Ｂと、インバータ１０と、電子制
御ユニット（以下「ＥＣＵ（Electronic Control Unit）」と称する。）２０と、モータ
ジェネレータＭＧと、車輪ＤＷとを備える。また、電動車両１００は、正極線ＰＬと、負
極線ＮＬと、コンデンサＣと、Ｕ相ラインＵＬと、Ｖ相ラインＶＬと、Ｗ相ラインＷＬと
をさらに備える。さらに、電動車両１００は、電圧センサ２２と、電流センサ２４と、回
転角センサ２６とをさらに備える。
【００３７】
　蓄電装置Ｂの正極端子および負極端子は、それぞれ正極線ＰＬおよび負極線ＮＬに接続
される。コンデンサＣは、正極線ＰＬと負極線ＮＬとの間に接続される。インバータ１０
は、Ｕ相アーム１２、Ｖ相アーム１４およびＷ相アーム１６を含む。Ｕ相アーム１２、Ｖ
相アーム１４およびＷ相アーム１６は、正極線ＰＬと負極線ＮＬとの間に並列に接続され
る。Ｕ相アーム１２は、直列に接続されたトランジスタＱ１，Ｑ２から成り、Ｖ相アーム
１４は、直列に接続されたトランジスタＱ３，Ｑ４から成り、Ｗ相アーム１６は、直列に
接続されたトランジスタＱ５，Ｑ６から成る。トランジスタＱ１～Ｑ６には、それぞれダ
イオードＤ１～Ｄ６が逆並列に接続される。
【００３８】
　なお、上記のトランジスタとして、たとえばＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Trans
istor）を用いることができる。また、上記のトランジスタとして、パワーＭＯＳＦＥＴ
（Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor）等のスイッチング素子を用い
てもよい。
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【００３９】
　モータジェネレータＭＧは、Ｕ相コイルＵ、Ｖ相コイルＶおよびＷ相コイルＷをステー
タコイルとして含む。Ｕ相コイルＵ、Ｖ相コイルＶおよびＷ相コイルＷは、インバータ１
０のＵ相アーム１２、Ｖ相アーム１４およびＷ相アーム１６における上下アームの接続ノ
ードにそれぞれ接続される。そして、モータジェネレータＭＧの回転軸に車輪ＤＷが連結
される。
【００４０】
　蓄電装置Ｂは、再充電可能な直流電源であり、たとえば、ニッケル水素やリチウムイオ
ン等の二次電池から成る。蓄電装置Ｂは、直流電力をインバータ１０へ供給する。また、
蓄電装置Ｂは、車両の制動時にモータジェネレータＭＧによって回生発電される電力をイ
ンバータ１０から受けて充電される。なお、蓄電装置Ｂとして、大容量のキャパシタを用
いてもよい。
【００４１】
　コンデンサＣは、正極線ＰＬと負極線ＮＬとの間の電圧変動を平滑化する。電圧センサ
２２は、コンデンサＣの端子間電圧、すなわち負極線ＮＬに対する正極線ＰＬの電圧Ｖｄ
ｃを検出し、その検出値をＥＣＵ２０へ出力する。
【００４２】
　インバータ１０は、ＥＣＵ２０からの信号ＰＷＭＩに基づいて、蓄電装置Ｂから受ける
直流電圧を３相交流電圧に変換し、モータジェネレータＭＧを駆動する。また、インバー
タ１０は、車両の制動時、車輪ＤＷからの回転力を受けてモータジェネレータＭＧが発電
した３相交流電圧をＥＣＵ２０からの信号ＰＷＭＩに基づいて直流電圧に変換し、その変
換した直流電圧を蓄電装置Ｂへ出力する。
【００４３】
　モータジェネレータＭＧは、三相交流電動機であり、たとえば、ロータに永久磁石が埋
設された三相交流同期電動機から成る。モータジェネレータＭＧは、インバータ１０によ
って力行駆動され、車輪ＤＷを駆動するための駆動力を発生する。また、モータジェネレ
ータＭＧは、車両の回生制動時、インバータ１０によって回生駆動され、車輪ＤＷから受
ける回転力を用いて発電した三相交流電圧をインバータ１０へ出力する。
【００４４】
　電流センサ２４は、各相モータ電流を検出し、その検出値をＥＣＵ２０へ出力する。な
お、図１では、電流センサ２４は、Ｖ相ラインＶＬおよびＷ相ラインＷＬの電流を検出し
、Ｕ相ラインＵＬの電流は、キルヒホッフの法則を用いて算出できる。回転角センサ２６
は、モータジェネレータＭＧのロータの回転角θを検出し、その検出値をＥＣＵ２０へ出
力する。
【００４５】
　ＥＣＵ２０は、電圧センサ２２からの電圧Ｖｄｃ、電流センサ２４からのモータ電流Ｉ
および回転角センサ２６からのモータ回転角θに基づいて、後述の方法により、インバー
タ１０を駆動するための信号ＰＷＭＩを生成し、その生成した信号ＰＷＭＩをインバータ
１０のトランジスタＱ１～Ｑ６へ出力する。
【００４６】
　図２は、図１に示したＥＣＵ２０の機能ブロック図である。図２を参照して、ＥＣＵ２
０は、電流指令生成部５２と、座標変換部５４，６０と、減算部５６－１，５６－２と、
ＰＩ制御部５８－１，５８－２と、回転数算出部６２と、キャリア周波数設定部６４と、
ＰＷＭセンター制御部６６と、ＰＷＭ信号生成部６８とを含む。
【００４７】
　電流指令生成部５２は、モータジェネレータＭＧのトルク指令ＴＲに基づいてｄ軸電流
指令Ｉｄ＊およびｑ軸電流指令Ｉｑ＊を生成する。座標変換部５４は、回転角センサ２６
からのモータ回転角θを用いて、電流センサ２４によって検出されたモータ電流Ｉをｄ軸
電流Ｉｄおよびｑ軸電流Ｉｑに変換する。減算部５６－１は、ｄ軸電流指令Ｉｄ＊からｄ
軸電流Ｉｄを減算し、その演算結果をＰＩ制御部５８－１へ出力する。減算部５６－２は
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、ｑ軸電流指令Ｉｑ＊からｑ軸電流Ｉｑを減算し、その演算結果をＰＩ制御部５８－２へ
出力する。
【００４８】
　ＰＩ制御部５８－１は、減算部５６－１の出力に基づいて比例積分演算を行ない、その
演算結果をｄ軸電圧指令Ｖｄとして座標変換部６０へ出力する。ＰＩ制御部５８－２は、
減算部５６－２の出力に基づいて比例積分演算を行ない、その演算結果をｑ軸電圧指令Ｖ
ｑとして座標変換部６０へ出力する。
【００４９】
　座標変換部６０は、モータ回転角θを用いて、ＰＩ制御部５８－１，５８－２からそれ
ぞれ受けるｄ軸電圧指令Ｖｄおよびｑ軸電圧指令ＶｑをＵ相電圧指令Ｖｕ、Ｖ相電圧指令
ＶｖおよびＷ相電圧指令Ｖｗに変換し、その変換した各相電圧指令をＰＷＭ信号生成部６
８へ出力する。
【００５０】
　回転数算出部６２は、モータ回転角θに基づいてモータ回転数ＭＲＮを算出し、その算
出値をキャリア周波数設定部６４へ出力する。
【００５１】
　キャリア周波数設定部６４は、モータジェネレータＭＧのトルク指令ＴＲおよびモータ
回転数ＭＲＮに基づいて、ＰＷＭ信号を生成する際に用いられる搬送波（キャリア）の周
波数（キャリア周波数ＦＣ）を設定し、その設定されたキャリア周波数ＦＣをＰＷＭセン
ター制御部６６およびＰＷＭ信号生成部６８へ出力する。
【００５２】
　ＰＷＭセンター制御部６６は、キャリア周波数ＦＣおよびモータ電流Ｉに基づいて、後
述の方法により、ＰＷＭ信号生成部６８における各相変調波の中心値（以下「ＰＷＭセン
ター」とも称する。）を可変制御するためのＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを生成し、その
生成したＰＷＭセンター補正値ΔＣＥをＰＷＭ信号生成部６８へ出力する。
【００５３】
　ＰＷＭ信号生成部６８は、パルス幅変調法を用いて、各相電圧指令Ｖｕ，Ｖｖ，Ｖｗに
基づいて各相ＰＷＭ信号Ｐｕ，Ｐｖ，Ｐｗを生成し、その生成した各相ＰＷＭ信号Ｐｕ，
Ｐｖ，Ｐｗを信号ＰＷＭＩとしてインバータ１０へ出力する。より具体的には、ＰＷＭ信
号生成部６８は、各相電圧指令Ｖｕ，Ｖｖ，Ｖｗに対応する各相変調波を生成する。また
、ＰＷＭ信号生成部６８は、キャリア周波数設定部６４によって設定されたキャリア周波
数ＦＣを有する搬送波（キャリア）を図示されない発信部により生成する。そして、ＰＷ
Ｍ信号生成部６８は、各相変調波と搬送波（キャリア）との大小関係に応じて各相ＰＷＭ
信号Ｐｕ，Ｐｖ，Ｐｗを生成する。
【００５４】
　ここで、一般的なＰＷＭ制御においては、変調波は、その中心値（ＰＷＭセンター）が
搬送波の中央値になるように生成されるところ、ＰＷＭ信号生成部６８は、ＰＷＭセンタ
ー制御部６６からのＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを用いてＰＷＭセンターを変更する。具
体的には、ＰＷＭ信号生成部６８は、ＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを各相変調波に一律に
加算することによってＰＷＭセンターを変更する。そして、ＰＷＭ信号生成部６８は、Ｐ
ＷＭセンター補正値ΔＣＥによってＰＷＭセンターが変更された各相変調波を搬送波と比
較し、その比較結果に基づいて各相ＰＷＭ信号Ｐｕ，Ｐｖ，Ｐｗを生成する。
【００５５】
　なお、以下では、搬送波は、０，１の間で変動する、数ｋＨｚから１０ｋＨｚ程度の周
波数を有する三角波とする。したがって、搬送波の中央値は０．５である。
【００５６】
　図３は、図２に示したキャリア周波数設定部６４によって設定されるキャリア周波数Ｆ
Ｃを説明するための図である。図３を参照して、横軸はモータ回転数ＭＲＮを示し、縦軸
はトルク指令ＴＲを示す。モータ回転数ＭＲＮが低く、かつ、トルク指令ＴＲが小さくな
い領域（領域Ｓ）では、キャリア周波数ＦＣは相対的に低く設定され、モータ回転数ＭＲ
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Ｎが高くなるに従ってキャリア周波数ＦＣは相対的に高く設定される。
【００５７】
　低回転かつ非小トルクの領域Ｓにおいてキャリア周波数ＦＣが低く設定されるのは以下
の理由による。トルクが大きいほど電流は大きいのでスイッチング素子のオン損失が大き
くなり、大トルク領域ではインバータの損失は増大する。また、モータ回転数が低いほど
各相アームに集中して流れる電流量が多くなるので熱的に厳しくなる。一方、キャリア周
波数が低いほどスイッチング損失は小さいので全体の損失を低減できる。そこで、モータ
回転とトルクとに応じてインバータの損失を抑えるためには、低回転域における非小トル
ク領域のキャリア周波数を下げることが有効である。なお、高回転域でキャリア周波数を
高く設定するのは、スイッチング素子の動作に伴なう電磁音を抑制するためである。
【００５８】
　図４は、スイッチング周波数とインバータにおける損失との関係を示した図である。図
４を参照して、横軸はインバータのスイッチング周波数（キャリア周波数に相当する。）
を示し、縦軸は損失を示す。線ｋ１は、インバータを構成するスイッチング素子がオンし
ているときに発生するオン損失を示す。線ｋ２は、スイッチング素子がオン／オフする際
に発生するスイッチング損失を示す。線ｋ３は、オン損失とスイッチング損失とを合計し
た全体損失を示す。
【００５９】
　スイッチング周波数が低周波数の領域では、オン損失の方がスイッチング損失よりも相
対的に大きく、オン損失が支配的となる。そして、スイッチング周波数が高くなるに従っ
てスイッチング損失は増大し、スイッチング周波数が中高周波数の領域では、スイッチン
グ損失が支配的となる。
【００６０】
　ここで、オン損失が支配的となる低周波数領域では、全体損失の絶対値としては中高周
波領域より小さいけれども、モータの回転数が低いので、特に回転数が極めて低いモータ
ロック時などは特定の相に電流が集中することにより熱的に厳しい状況が発生し得る。す
なわち、図３に示したように、モータ回転数が低い領域では、インバータの損失を抑える
ためにキャリア周波数は低く設定されるところ、それでも状況によっては（モータロック
時など）特定の相に電流が集中することにより熱的に厳しい状況が発生する。なお、全体
損失が相対的に大きい中高周波領域では、モータが回転しているので、電流は短時間ごと
に各相に分散し、熱的には低周波数領域ほど厳しくはない。
【００６１】
　そこで、この実施の形態１では、以下に説明するように、オン損失が支配的な低スイッ
チング周波数領域において、ＰＷＭセンターを可変制御することにより、熱的に厳しい状
況を回避することとしたものである。
【００６２】
　以下、ＰＷＭセンターを操作することによる損失低減の原理について説明する。
　図５～図７は、インバータにおける電流および電圧を説明するための図である。図５は
、Ｕ相上アームのトランジスタＱ１がオンしているときの電流および電圧を示し、図６は
、Ｕ相下アームのトランジスタＱ２がオンしているときの電流および電圧を示す。図７は
、図５，図６に示した電流および電圧の波形図である。なお、この図５～図７では、Ｕ相
アーム１２からモータジェネレータＭＧへ電流が流れる場合（この場合の電流の符号を正
とする。）について代表的に示されるが、モータジェネレータＭＧからＵ相アーム１２へ
電流が流れる場合（電流が負の場合）や他の相の場合においても同様に考えることができ
る。
【００６３】
　図５～図７を参照して、上アームのトランジスタＱ１がオン（下アームのトランジスタ
Ｑ２はオフ）しているとき（図７の時刻ｔ２～ｔ３および時刻ｔ６以降）、トランジスタ
Ｑ１には電流Ｉｕが流れるとともにオン電圧Ｖｏｎ１がかかり、下アームには電圧ＶＨが
かかる。
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【００６４】
　また、下アームのトランジスタＱ２がオン（上アームのトランジスタＱ１はオフ）して
いるとき（図７の時刻ｔ１以前および時刻ｔ４～ｔ５）、下アームのダイオードＤ２には
電流Ｉｕが流れるとともにオン電圧Ｖｏｎ２がかかり、上アームには電圧ＶＨがかかる。
【００６５】
　なお、時刻ｔ１～ｔ２，ｔ３～ｔ４，ｔ５～ｔ６は、トランジスタＱ１，Ｑ２のスイッ
チング期間である。
【００６６】
　ここで、スイッチング周波数をＫ（Ｈｚ）とすると、トランジスタＱ１における単位時
間当たりの損失ΔＬＱ１およびダイオードＤ２における単位時間当たりの損失ΔＬＤ２は
、次式にて表される。
【００６７】
　ΔＬＱ１＝２×Ｋ×∫（Ｖ１×Ｉｕ）ｄｔ＋（１／Ｋ－２×ｄｔ）×Ｋ×∫（Ｖｏｎ１
×Ｉｕ）ｄｔ　…（１）
　ΔＬＤ２＝２×Ｋ×∫（Ｖ２×Ｉｕ）ｄｔ＋（１／Ｋ－２×ｄｔ）×Ｋ×∫（Ｖｏｎ２
×Ｉｕ）ｄｔ　…（２）
　ここで、（１），（２）式の各々の右辺第１項はスイッチング損失を表し、右辺第２項
はオン損失を表す。
【００６８】
　（１），（２）式から分かるように、トランジスタＱ１の損失ΔＬＱ１とダイオードＤ
２の損失ΔＬＤ２とは、式の構成は同じであり、スイッチング特性およびオン電圧によっ
てその値が異なる。なお、（１），（２）式の各々についてスイッチング周波数Ｋを横軸
にして損失を図示すると図４のようになる。
【００６９】
　図８は、ＰＷＭセンター操作の考え方の一例を説明するための図である。図８を参照し
て、ＰＷＭセンターをｘ（０≦ｘ≦１）とすると、トランジスタＱ１のオンデューティー
はｘで表される。ここで、１サイクルにおけるトランジスタＱ１のオン損失ΔＬＱ１ｏｎ
およびダイオードＤ２のオン損失ΔＬＤ２ｏｎは、次式で表される。
【００７０】
　ΔＬＱ１ｏｎ＝Ｖｏｎ１×Ｉｕ×ｘ　…（３）
　ΔＬＤ２ｏｎ＝Ｖｏｎ２×Ｉｕ×（１－ｘ）　…（４）
　図９は、ＰＷＭセンターとオン損失との関係を示した図である。図９を参照して、線ｋ
４は、トランジスタＱ１のオン損失ΔＬＱ１ｏｎを示し、線ｋ５は、ダイオードＤ２のオ
ン損失ΔＬＤ２ｏｎを示す。線ｋ６は、オン損失ΔＬＱ１ｏｎとオン損失ΔＬＤ２ｏｎと
の合計を示す。
【００７１】
　ＰＷＭセンターが大きくなると、トランジスタＱ１のオン損失ΔＬＱ１ｏｎが増大し、
ＰＷＭセンターが最大値１のとき、オン損失ΔＬＱ１ｏｎは最大値ΔＬＱ１ｏｎ＿ｍａｘ
（＝Ｖｏｎ１×Ｉｕ）になる。一方、ＰＷＭセンターが小さくなると、ダイオードＤ２の
オン損失ΔＬＤ２ｏｎが増大し、ＰＷＭセンターが最小値０のとき、オン損失ΔＬＤ２ｏ
ｎは最大値ΔＬＤ２ｏｎ＿ｍａｘ（＝Ｖｏｎ２×Ｉｕ）になる。
【００７２】
　ここで、トランジスタＱ１のオン電圧Ｖｏｎ１とダイオードＤ２のオン電圧Ｖｏｎ２と
の比が仮に２：１であるとした場合、トランジスタＱ１のオン損失ΔＬＱ１ｏｎとダイオ
ードＤ２のオン損失ΔＬＤ２ｏｎとが等しいとすると、（３），（４）式よりｘ＝０．３
３が得られる。したがって、トランジスタＱ１のオン電圧Ｖｏｎ１とダイオードＤ２のオ
ン電圧Ｖｏｎ２との比が２：１の場合、ＰＷＭセンターを０．５（中心値）から０．３３
にシフトすることによって、トランジスタＱ１とダイオードＤ２との発熱を均衡化するこ
とができ、熱的に厳しいトランジスタＱ１が過熱するのを防止することができる。
【００７３】
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　図１０は、ＰＷＭセンター操作時のスイッチング周波数とインバータ損失との関係を示
した図である。図１０を参照して、線ｋ１～ｋ３は、図４に示したとおりである。線ｋ７
は、ＰＷＭセンター操作時のオン損失を示す。線ｋ８は、ＰＷＭセンター操作時のオン損
失とスイッチング損失とを合計した全体損失を示す。
【００７４】
　図１０から分かるように、オン損失が支配的となる低スイッチング周波数領域において
、ＰＷＭセンター操作による損失低減の効果が大きい。言い換えると、スイッチング周波
数が中高周波数の領域では、ＰＷＭセンター操作による損失低減の効果は小さい。したが
って、この実施の形態１では、オン損失が支配的となる低スイッチング周波数領域におい
て、ＰＷＭセンターを可変制御することにより、熱的に厳しい状況を回避することとした
ものである。
【００７５】
　なお、上記においては、Ｕ相アーム１２からモータジェネレータＭＧへ電流が流れる場
合（電流が正の場合）について説明したが、モータジェネレータＭＧからＵ相アーム１２
へ電流が流れる場合（電流が負の場合）についても同様に考えることができる。すなわち
、この場合は、下アームのトランジスタＱ２がオンしているとき、トランジスタＱ２に電
流Ｉｕ（負）が流れ、上アームのトランジスタＱ１がオンしているとき、ダイオードＤ１
に電流Ｉｕ（負）が流れる。そして、トランジスタＱ２のオン電圧とダイオードＤ１のオ
ン電圧との比が仮に２：１であるとした場合、ＰＷＭセンターｘ＝０．６７が得られる。
したがって、モータジェネレータＭＧからＵ相アーム１２へ電流が流れている場合は、Ｐ
ＷＭセンターを０．５（中心値）から０．６７にシフトすることによって、トランジスタ
Ｑ２とダイオードＤ１との発熱を均衡化することができ、熱的に厳しいトランジスタＱ２
が過熱するのを防止することができる。
【００７６】
　図１１は、図２に示したＰＷＭセンター制御部６６の制御構造を説明するためのフロー
チャートである。なお、このフローチャートに示される処理は、一定時間ごとまたは所定
の条件成立時にメインルーチンから呼出されて実行される。
【００７７】
　図１１を参照して、ＰＷＭセンター制御部６６は、キャリア周波数設定部６４からキャ
リア周波数ＦＣを取得する（ステップＳ１０）。そして、ＰＷＭセンター制御部６６は、
そのキャリア周波数ＦＣが予め定められたしきい値よりも低いか否かを判定する（ステッ
プＳ２０）。なお、このしきい値は、インバータの各スイッチング素子の熱設計に基づい
て、オフライン実験などで予め求めておくことができる。
【００７８】
　そして、キャリア周波数ＦＣがしきい値よりも低いと判定されると（ステップＳ２０に
おいてＹＥＳ）、ＰＷＭセンター制御部６６は、モータ電流Ｉを取得し（ステップＳ３０
）、モータ電流の大きさが最大の相を検出する（ステップＳ４０）。次いで、ＰＷＭセン
ター制御部６６は、その電流最大相のモータ電流が正値か否かを判定する（ステップＳ５
０）。
【００７９】
　電流最大相のモータ電流が正値であると判定されると（ステップＳ５０においてＹＥＳ
）、ＰＷＭセンター制御部６６は、ＰＷＭセンターが０．５（搬送波の中央値）よりも小
さくなるようにＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを生成してＰＷＭ信号生成部６８へ出力する
（ステップＳ６０）。
【００８０】
　一方、電流最大相のモータ電流が負値であると判定されると（ステップＳ５０において
ＮＯ）、ＰＷＭセンター制御部６６は、ＰＷＭセンターが０．５よりも大きくなるように
ＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを生成してＰＷＭ信号生成部６８へ出力する（ステップＳ７
０）。
【００８１】
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　図１２は、ＰＷＭセンターの変化の一例を示した図である。図１２を参照して、横軸は
、モータ回転角θを示し、Ｕ相モータ電流Ｉｕが０となるときθ＝０°とする。モータ回
転角θが０°～６０°、１２０°～１８０°および２４０°～３００°のとき、すなわち
電流最大相のモータ電流が負値のとき、ＰＷＭセンターは、０．５よりも大きくなるよう
に変更される。一方、モータ回転角θが６０°～１２０°、１８０°～２４０°および３
００°～３６０°のとき、すなわち電流最大相のモータ電流が正値のとき、ＰＷＭセンタ
ーは、０．５よりも小さくなるように変更される。
【００８２】
　なお、この図１２に示されるモータ回転角θ１およびＰＷＭセンター値Ｃ１については
、後ほど実施の形態２において説明する。
【００８３】
　なお、この図１２に示したＰＷＭセンターの波形は一例であり、たとえばモータ回転角
θの変化に対して非連続であってもよい。但し、モータ回転角θの変化に対して連続的な
波形のほうが、インバータ１０における損失を素子間でバランスさせることができる。
【００８４】
　なお、ＰＷＭセンターを変更しても、各相変調波の相対的な関係は維持されるので、モ
ータジェネレータＭＧの発生トルクに寄与する相間電圧は変化しない。
【００８５】
　以上のように、この実施の形態１においては、インバータ１０のキャリア周波数（スイ
ッチング周波数）が予め定められたしきい値よりも低いとき、すなわち、オン損失が支配
的となる低スイッチング周波数のとき、ＰＷＭセンターを可変制御することによってイン
バータ１０のオン損失を低減する。したがって、この実施の形態１によれば、インバータ
１０の損失を効果的に低減することができる。
【００８６】
　［実施の形態２］
　上述したように、モータ回転数が極めて低いモータロック状態時は、特定の相に電流が
集中することによって熱的に厳しい状況が顕著に発生する。そこで、この実施の形態２で
は、インバータのスイッチング周波数が低く、かつ、モータロック状態が検出されている
ときにＰＷＭセンターの可変制御が実行される。
【００８７】
　この実施の形態２による電動車両のパワートレーン構成は、図１に示した実施の形態１
による電動車両１００と同じである。
【００８８】
　図１３は、実施の形態２におけるＥＣＵ２０Ａの機能ブロック図である。図１３を参照
して、ＥＣＵ２０Ａは、図２に示した実施の形態１におけるＥＣＵ２０の構成において、
ＰＷＭセンター制御部６６に代えてＰＷＭセンター制御部６６Ａを含む。
【００８９】
　ＰＷＭセンター制御部６６Ａは、回転数算出部６２からモータ回転角θおよびモータ回
転数ＭＲＮを受け、キャリア周波数設定部６４からキャリア周波数ＦＣを受ける。そして
、ＰＷＭセンター制御部６６Ａは、キャリア周波数ＦＣが予め定められたしきい値よりも
低く、かつ、モータ回転数ＭＲＮが予め定められたしきい値よりも低いとき、上述の方法
により、ＰＷＭセンターを可変制御するためのＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを生成し、そ
の生成したＰＷＭセンター補正値ΔＣＥをＰＷＭ信号生成部６８へ出力する。
【００９０】
　図１４は、図１３に示したＰＷＭセンター制御部６６Ａの制御構造を説明するためのフ
ローチャートである。なお、このフローチャートに示される処理も、一定時間ごとまたは
所定の条件成立時にメインルーチンから呼出されて実行される。
【００９１】
　図１４を参照して、このフローチャートは、図１１に示したフローチャートにおいて、
ステップＳ２２，Ｓ２４をさらに含む。すなわち、ステップＳ２０においてキャリア周波
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数ＦＣがしきい値よりも低いと判定されると（ステップＳ２０においてＹＥＳ）、ＰＷＭ
センター制御部６６Ａは、モータ回転数ＭＲＮおよびモータ回転角θを取得する（ステッ
プＳ２２）。
【００９２】
　次いで、ＰＷＭセンター制御部６６Ａは、モータ回転数ＭＲＮが予め定められたしきい
値よりも低いか否かを判定する（ステップＳ２４）。このしきい値は、モータロック状態
を検出するための値である。なお、モータロック状態は、たとえば登坂時に前進トルクと
車重とが釣り合ったときなどに発生し得る。そして、モータ回転数ＭＲＮがしきい値より
も低く、ステップＳ２４においてモータロック状態が検出されると（ステップＳ２４にお
いてＹＥＳ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ａは、ステップＳ３０へ処理を移行する。
【００９３】
　図１５は、モータロック時の変調波の波形図である。なお、この図１５では、モータロ
ック時のモータ回転角が図１２に示したθ１のときの変調波の波形が示される。また、こ
の図１５では、比較のため、ＰＷＭセンターを変更しない場合（従来技術相当）の変調波
の波形も併せて示される。
【００９４】
　図１５を参照して、三角波ＣＲは搬送波（キャリア）を示す。曲線ｋ１１～ｋ１３は、
モータロック時のモータ回転角がθ１のときのＵ相変調波、Ｖ相変調波およびＷ相変調波
をそれぞれ示す。上述のように、モータ回転角がθ１のとき、電流最大相のＵ相の電流は
正値であり、ＰＷＭセンターは、０．５よりも小さいＣ１に変更される。したがって、各
相変調波は、０．５よりも小さいＣ１を中心とした正弦波となる。
【００９５】
　一方、曲線ｋ１４～ｋ１６は、ＰＷＭセンターを変更しない場合の各相変調波を示す。
この場合は、各相変調波は、０．５（搬送波の中央値）を中心とした正弦波となる。
【００９６】
　そして、ＰＷＭ信号は、変調波が搬送波よりも大きいとき、上アームのトランジスタが
オン（下アームのトランジスタはオフ）するように生成されるところ、ＰＷＭセンターが
０．５よりも小さいＣ１に変更されると、ＰＷＭセンターを変更しない場合（０．５）に
比べて、各相上アームのトランジスタのオン時間が短くなる。したがって、モータ回転角
がθ１のとき、電流最大相のＵ相における上アームのトランジスタＱ１のオン損失が低減
し、Ｕ相の過熱を防止することができる。
【００９７】
　以上のように、この実施の形態２においては、インバータ１０のキャリア周波数（スイ
ッチング周波数）が予め定められたしきい値よりも低く、かつ、モータ回転数ＭＲＮが予
め定められたしきい値よりも低いとき（モータロック状態検出時）、すなわち、モータ回
転数ＭＲＮが低いために特定の相に電流が集中することによって熱的に厳しい状況が顕著
に現れるとき、ＰＷＭセンターを可変制御するようにしたので、支配的となるオン損失が
効果的に低減される。したがって、この実施の形態２によれば、特定の素子または相に電
流が集中して流れるのを抑止することができる。その結果、インバータ１０が過熱損傷す
るのを防止することができる。
【００９８】
　［実施の形態３］
　実施の形態３では、モータロック時におけるＰＷＭセンターの変更量の一例が示される
。具体的には、この実施の形態３では、電流最大相のオン損失の低減を図りつつ各相のオ
ン損失がバランスするように、ＰＷＭセンターが変更される。
【００９９】
　実施の形態３による電動車両およびＥＣＵの全体構成は、それぞれ図１に示した電動車
両１００および図１３に示したＥＣＵ２０Ａと同じである。以下、実施の形態３における
ＰＷＭセンターの決定方法を説明する。
【０１００】
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　いま、図１２に示したモータ回転角θ１（Ｕ相モータ電流Ｉｕがピーク時）でモータロ
ック状態が発生している場合を想定する。また、ダイオードＤ１～Ｄ６は、トランジスタ
Ｑ１～Ｑ６に比べて熱的に余裕があるものとする。
【０１０１】
　Ｕ相上アームのトランジスタＱ１の損失ΔＬｕは、次式で表わすことができる。
　ΔＬｕ＝∫（ＶCE×ＩCE）ｄｔ＋∫（ＶON1×ＩCE）ｄｔ　…（５）
　ここで、右辺第１項はスイッチング損失を示し、右辺第２項はオン損失を示す。ＶCEは
コレクタ－エミッタ間電圧を示し、ＩCEはトランジスタＱ１に流れる電流を示す。ＶON1

はトランジスタＱ１がオンしているときのコレクタ－エミッタ間電圧（オン電圧）を示す
。
【０１０２】
　一方、Ｖ相下アームのトランジスタＱ４およびＷ相下アームのトランジスタＱ６の各々
には、ＩCE／２のオン電流が流れるので、トランジスタＱ４またはＱ６の損失ΔＬｖは、
次式で表わすことができる。
【０１０３】
　ΔＬｖ＝∫（ＶCE×ＩCE／２）ｄｔ＋∫（ＶON2×ＩCE／２）ｄｔ　…（６）
　ここで、右辺第１項はスイッチング損失を示し、右辺第２項はオン損失を示す。ＶON2

はトランジスタＱ４（またはＱ６）のオン電圧を示す。
【０１０４】
　図３でも説明したように、モータ回転数ＭＲＮが極めて低いモータロック状態時は、キ
ャリア周波数ＦＣが低く設定され、インバータ１０の損失についてはオン損失が支配的と
なる。そして、各相のオン損失をバランスさせるためには、次式が成立すればよい。
【０１０５】
　∫（ＶON1×ＩCE）ｄｔ＝∫（ＶON2×ＩCE／２）ｄｔ　…（７）
　一方、Ｕ相上アームのトランジスタＱ１およびＶ相下アームのトランジスタＱ４（また
はＷ相下アームのトランジスタＱ６）のオン時間を以下のように定義する。
【０１０６】
　図１６は、ＰＷＭセンターとトランジスタのオン時間との関係を説明するための図であ
る。図１６を参照して、ＰＷＭセンターをｘ（０≦ｘ≦１）とする。そして、Ｕ相上アー
ムのトランジスタＱ１のオン時間をｘと定義すると、Ｖ相下アームのトランジスタＱ４の
オン時間は（１－ｘ）となる。そうすると、（７）式から次式が導かれる。
【０１０７】
　ＶON1×ＩCE×ｘ＝ＶON2×（ＩCE／２）×（１－ｘ）　…（８）
　ｘ＝ＶON2／（２×ＶON1＋ＶON2）　…（９）
　（９）式より、たとえばＶON2＝ＶON1／２とすると、ｘ＝０．２が得られる。
【０１０８】
　以上のように、この実施の形態３によれば、電流最大相のオン損失の低減を図りつつ各
相のオン損失をバランスさせることができる。
【０１０９】
　［実施の形態４］
　上記の各実施の形態では、ＰＷＭセンターを変更することにより電流最大相のオン損失
を低減してインバータの過熱を防止する。一方、この実施の形態４では、スイッチング損
失の方がオン損失よりも大きいことが事前に判っている場合、電流最大相のスイッチング
損失を低減してインバータの過熱を防止する。
【０１１０】
　実施の形態４による電動車両およびＥＣＵの全体構成は、それぞれ図１に示した電動車
両１００および図１３に示したＥＣＵ２０Ａと同じである。
【０１１１】
　図１７は、実施の形態４におけるＰＷＭセンター制御部の制御構造を説明するためのフ
ローチャートである。図１７を参照して、このフローチャートは、図１４に示したフロー
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チャートにおいて、ステップＳ６０，Ｓ７０に代えてそれぞれステップＳ６５，Ｓ７５を
含む。すなわち、ステップＳ５０において電流最大相のモータ電流が正値であると判定さ
れると（ステップＳ５０においてＹＥＳ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ａは、電流最大相
の上アームのトランジスタが常時オン状態となるようにＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを生
成してＰＷＭ信号生成部６８へ出力する（ステップＳ６５）。
【０１１２】
　具体的には、ＰＷＭセンター制御部６６Ａは、電流最大相の変調波の値を最大値１から
差引いた値をＰＷＭセンター補正値ΔＣＥとする。これにより、電流最大相の変調波は最
大値１となり、当該相のトランジスタのスイッチングが停止する（上アームが常時オン状
態）。そして、その他の相による二相変調制御が行なわれる。
【０１１３】
　一方、ステップＳ５０において電流最大相のモータ電流が負値であると判定されると（
ステップＳ５０においてＮＯ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ａは、電流最大相の下アーム
のトランジスタが常時オン状態となるようにＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを生成してＰＷ
Ｍ信号生成部６８へ出力する（ステップＳ７５）。
【０１１４】
　具体的には、ＰＷＭセンター制御部６６Ａは、電流最大相の変調波の符号を反転した値
をＰＷＭセンター補正値ΔＣＥとする。これにより、電流最大相の変調波は最小値０とな
り、当該相のトランジスタのスイッチングが停止する（下アームが常時オン状態）。そし
て、その他の相による二相変調制御が行なわれる。
【０１１５】
　図１８は、実施の形態４におけるＰＷＭセンターの変化を示した図である。図１８を参
照して、モータ回転角θが０°～６０°、１２０°～１８０°および２４０°～３００°
のとき、すなわち電流最大相のモータ電流が負値のとき、ＰＷＭセンターは、電流最大相
の変調波が最小値０になるように変更される。一方、モータ回転角θが６０°～１２０°
、１８０°～２４０°および３００°～３６０°のとき、すなわち電流最大相のモータ電
流が正値のとき、ＰＷＭセンターは、電流最大相の変調波が最大値１になるように変更さ
れる。
【０１１６】
　たとえば、モータロック状態が検出されたときのモータ回転角がθ１のとき、電流最大
相はＵ相であり、Ｕ相モータ電流Ｉｕは正値であるので、ＰＷＭセンターはＣ２に変更さ
れる。
【０１１７】
　図１９は、実施の形態４におけるモータロック時の変調波の波形図である。なお、この
図１９では、モータロック時のモータ回転角が図１８に示したθ１のときの変調波の波形
が示される。
【０１１８】
　図１９を参照して、直線ｋ２１および曲線ｋ２２，ｋ２３は、モータロック時のモータ
回転角がθ１のときのＵ相変調波、Ｖ相変調波およびＷ相変調波をそれぞれ示す。上述の
ように、モータ回転角がθ１のとき、電流最大相のＵ相の電流は正値であり、ＰＷＭセン
ターは、Ｕ相変調波が最大値１となるようにＣ２に変更される。したがって、Ｕ相アーム
のスイッチングは停止し（上アームのトランジスタが常時オン状態）、Ｖ相およびＷ相に
よる二相変調制御が行なわれる。
【０１１９】
　なお、この実施の形態４においても、各相変調波の相対的な関係は維持されるので、モ
ータジェネレータＭＧの発生トルクに寄与する相間電圧は変化しない。
【０１２０】
　以上のように、この実施の形態４においては、スイッチング損失の方がオン損失よりも
大きい場合、モータロック状態が検出されると、電流最大相のスイッチングが停止し、か
つ、その他の相による二相変調制御が行なわれるようにＰＷＭセンターを変更するので、
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電流最大相のスイッチング損失は０となる。したがって、この実施の形態４によれば、モ
ータロック時のインバータ１０の過熱を防止することができる。
【０１２１】
　［実施の形態５］
　実施の形態５では、インバータの各トランジスタの温度を実際に検出し、最も温度が高
いトランジスタの温度が下がるようにＰＷＭセンターが変更される。
【０１２２】
　図２０は、実施の形態５による電動車両のパワートレーン構成を示した図である。図２
０を参照して、この電動車両１００Ａは、図１に示した電動車両１００の構成において、
温度センサ３１～３６をさらに備え、ＥＣＵ２０に代えてＥＣＵ２０Ｂを備える。
【０１２３】
　温度センサ３１～３６は、トランジスタＱ１～Ｑ６の温度Ｔ１１～Ｔ１６をそれぞれ検
出し、その検出値をＥＣＵ２０Ｂへ出力する。ＥＣＵ２０Ｂは、電圧Ｖｄｃ、モータ電流
Ｉ、モータ回転角θおよび温度Ｔ１１～Ｔ１６に基づいて、後述の方法により、インバー
タ１０を駆動するための信号ＰＷＭＩを生成し、その生成した信号ＰＷＭＩをインバータ
１０のトランジスタＱ１～Ｑ６へ出力する。
【０１２４】
　図２１は、図２０に示したＥＣＵ２０Ｂの機能ブロック図である。図２１を参照して、
ＥＣＵ２０Ｂは、図１３に示したＥＣＵ２０Ａの構成において、ＰＷＭセンター制御部６
６Ａに代えてＰＷＭセンター制御部６６Ｂを含む。ＰＷＭセンター制御部６６Ｂは、モー
タ回転角θ、モータ回転数ＭＲＮ、モータ電流Ｉおよび温度Ｔ１１～Ｔ１６に基づいて、
後述の方法によりＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを生成し、その生成したＰＷＭセンター補
正値ΔＣＥをＰＷＭ信号生成部６８へ出力する。
【０１２５】
　図２２は、図２１に示したＰＷＭセンター制御部６６Ｂの制御構造を説明するためのフ
ローチャートである。図２２を参照して、このフローチャートは、図１４に示したフロー
チャートにおいて、ステップＳ８０～Ｓ１３０をさらに含む。すなわち、ステップＳ６０
またはＳ７０においてＰＷＭセンター補正値ΔＣＥが決定されると、ＰＷＭセンター制御
部６６Ｂは、トランジスタＱ１～Ｑ６の温度Ｔ１１～Ｔ１６を取得し（ステップＳ８０）
、温度Ｔ１１～Ｔ１６のうち最大のものが規定値を超えているか否かを判定する（ステッ
プＳ９０）。なお、この規定値は、たとえばトランジスタＱ１～Ｑ６の耐熱温度に基づい
て決定される。
【０１２６】
　最大温度が規定値を超えていないと判定されると（ステップＳ９０においてＮＯ）、ス
テップＳ１３０へ処理が移行する。一方、最大温度が規定値を超えていると判定されると
（ステップＳ９０においてＹＥＳ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｂは、その温度最大の相
のモータ電流が正値か否かを判定する（ステップＳ１００）。
【０１２７】
　温度最大相のモータ電流が正値であると判定されると（ステップＳ１００においてＹＥ
Ｓ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｂは、ステップＳ６０またはＳ７０において生成された
ＰＷＭセンター補正値ΔＣＥをＰＷＭセンターが小さくなる方向に修正する（ステップＳ
１１０）。一方、温度最大相のモータ電流が負値であると判定されると（ステップＳ１０
０においてＮＯ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｂは、ＰＷＭセンターが大きくなる方向に
ＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを修正する（ステップＳ１２０）。
【０１２８】
　そして、ＰＷＭセンター制御部６６Ｂは、ＰＷＭセンター補正値ΔＣＥをＰＷＭ信号生
成部６８へ出力する（ステップＳ１３０）。
【０１２９】
　なお、ステップＳ１１０，Ｓ１２０におけるＰＷＭセンター補正値ΔＣＥの修正量は、
予め定められた固定量でもよいし、規定値からの温度超過量に応じた量としてもよい。
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【０１３０】
　以上のように、この実施の形態５によれば、さらにインバータ１０のトランジスタＱ１
～Ｑ６の温度に基づいてＰＷＭセンターを補正するようにしたので、インバータ１０の過
熱を確実に防止することができる。
【０１３１】
　［実施の形態６］
　実施の形態５では、インバータの各トランジスタの温度が考慮されたが、この実施の形
態６では、ダイオードＤ１～Ｄ６の温度もさらに考慮される。
【０１３２】
　図２３は、実施の形態６による電動車両のパワートレーン構成を示した図である。図２
３を参照して、この電動車両１００Ｂは、図２０に示した実施の形態５による電動車両１
００Ａの構成において、温度センサ４１～４６をさらに備え、ＥＣＵ２０Ｂに代えてＥＣ
Ｕ２０Ｃを備える。
【０１３３】
　温度センサ４１～４６は、ダイオードＤ１～Ｄ６の温度Ｔ２１～Ｔ２６をそれぞれ検出
し、その検出値をＥＣＵ２０Ｃへ出力する。ＥＣＵ２０Ｃは、電圧Ｖｄｃ、モータ電流Ｉ
、モータ回転角θおよび温度Ｔ１１～Ｔ１６，Ｔ２１～Ｔ２６に基づいて、後述の方法に
より、インバータ１０を駆動するための信号ＰＷＭＩを生成し、その生成した信号ＰＷＭ
Ｉをインバータ１０のトランジスタＱ１～Ｑ６へ出力する。
【０１３４】
　図２４は、図２３に示したＥＣＵ２０Ｃの機能ブロック図である。図２４を参照して、
ＥＣＵ２０Ｃは、図１３に示したＥＣＵ２０Ａの構成において、ＰＷＭセンター制御部６
６Ａに代えてＰＷＭセンター制御部６６Ｃを含む。ＰＷＭセンター制御部６６Ｃは、モー
タ回転角θ、モータ回転数ＭＲＮ、モータ電流Ｉおよび温度Ｔ１１～Ｔ１６，Ｔ２１～Ｔ
２６に基づいて、後述の方法によりＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを生成し、その生成した
ＰＷＭセンター補正値ΔＣＥをＰＷＭ信号生成部６８へ出力する。
【０１３５】
　図２５は、図２４に示したＰＷＭセンター制御部６６Ｃの制御構造を説明するためのフ
ローチャートである。図２５を参照して、このフローチャートは、図２２に示したフロー
チャートにおいて、ステップＳ８０，Ｓ９０に代えてステップＳ８５，Ｓ９５を含み、ス
テップＳ１０２，Ｓ１０４をさらに含む。すなわち、ステップＳ６０またはＳ７０におい
てＰＷＭセンター補正値ΔＣＥが決定されると、ＰＷＭセンター制御部６６Ｃは、トラン
ジスタＱ１～Ｑ６の温度Ｔ１１～Ｔ１６およびダイオードＤ１～Ｄ６の温度Ｔ２１～Ｔ２
６を取得し（ステップＳ８５）、温度Ｔ１１～Ｔ１６，Ｔ２１～Ｔ２６のうち最大のもの
が規定値を超えているか否かを判定する（ステップＳ９５）。
【０１３６】
　その後、ステップＳ１００において温度最大相のモータ電流が正値であると判定される
と（ステップＳ１００においてＹＥＳ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｃは、温度が最大の
素子がトランジスタであるかダイオードであるかを判定する（ステップＳ１０２）。ステ
ップＳ１０２において当該素子がトランジスタであると判定されると（ステップＳ１０２
において「Ｔｒ」）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｃは、ステップＳ１１０へ処理を移行す
る。ステップＳ１０２において当該素子がダイオードであると判定されると（ステップＳ
１０２において「Ｄｉ」）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｃは、ステップＳ１２０へ処理を
移行する。
【０１３７】
　一方、ステップＳ１００において温度最大相のモータ電流が負値であると判定されると
（ステップＳ１００においてＮＯ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｃは、温度が最大の素子
がトランジスタであるかダイオードであるかを判定する（ステップＳ１０４）。ステップ
Ｓ１０４において当該素子がトランジスタであると判定されると（ステップＳ１０４にお
いて「Ｔｒ」）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｃは、ステップＳ１２０へ処理を移行する。
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ステップＳ１０４において当該素子がダイオードであると判定されると（ステップＳ１０
４において「Ｄｉ」）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｃは、ステップＳ１１０へ処理を移行
する。
【０１３８】
　以上のように、この実施の形態６によれば、トランジスタＱ１～Ｑ６だけでなくダイオ
ードＤ１～Ｄ６の温度も考慮するので、インバータ１０の過熱をさらに確実に防止するこ
とができる。
【０１３９】
　［実施の形態７］
　この実施の形態７では、インバータの素子温度が規定値を超えた場合には、最も温度が
高い相の電流を低減するようにモータ電流の位相を変化させる。
【０１４０】
　図２６は、各相モータ電流の波形を示した図である。図２６を参照して、横軸は電流位
相を示し、この電流位相はモータ回転角θに対応する。いま、モータロック状態が検出さ
れたときの電流位相がθ１であるとする。この場合、Ｕ相上アームのトランジスタＱ１に
電流が集中し、トランジスタＱ１の温度が上昇するところ、この実施の形態７では、トラ
ンジスタＱ１の温度が規定値を超えると、Ｕ相モータ電流Ｉｕが低減するように（たとえ
ば０となるように）電流位相を強制的に変化させる。
【０１４１】
　なお、電流位相を変化させると、その位相変化分だけモータジェネレータＭＧが回転し
、車両が僅かに移動する。そこで、電流位相を変化させる方向は、車両の進行方向と逆方
向に対応する回転方向にモータジェネレータＭＧが回転する方向とする。これは、モータ
ロック時は進行方向に進行できないので（登坂時など）、車両の進行方向に対応する回転
方向にモータジェネレータＭＧが回転するように電流位相を変更しても釣合状態に移行で
きないからである。一方、車両の進行方向と逆方向に対応する回転方向にモータジェネレ
ータＭＧが回転するように電流位相を変更すると、車両がずり下がって釣合状態に移行す
る。
【０１４２】
　この実施の形態７による電動車両の全体構成は、図２３に示した電動車両１００Ｂと同
じである。
【０１４３】
　図２７は、実施の形態７におけるＥＣＵの機能ブロック図である。図２７を参照して、
ＥＣＵ２０Ｄは、図２４に示したＥＣＵ２０Ｃの構成において、位相変更部７０と、加算
部７２とをさらに含む。
【０１４４】
　位相変更部７０は、モータ回転角θ、モータ回転数ＭＲＮおよび温度Ｔ１１～Ｔ１６，
Ｔ２１～Ｔ２６に基づいて、後述の方法により位相変更量αを算出し、その算出した位相
変更量αを加算部７２へ出力する。なお、モータ回転数ＭＲＮは、回転数算出部６２から
受ける。加算部７２は、回転角センサ２６によって検出されたモータ回転角θに位相変更
量αを加算し、その演算結果をモータ回転角として座標変換部５４，６０へ出力する。
【０１４５】
　図２８は、図２７に示した位相変更部７０の制御構造を説明するためのフローチャート
である。図２８を参照して、位相変更部７０は、キャリア周波数設定部６４からキャリア
周波数ＦＣを取得すると（ステップＳ２１０）、キャリア周波数ＦＣが予め定められたし
きい値よりも低いか否かを判定する（ステップＳ２２０）。キャリア周波数ＦＣがしきい
値よりも低いと判定されると（ステップＳ２２０においてＹＥＳ）、位相変更部７０は、
モータ回転数ＭＲＮおよびモータ回転角θを取得し（ステップＳ２３０）、モータ回転数
ＭＲＮが予め定められたしきい値よりも低いか否かを判定する（ステップＳ２４０）。こ
のしきい値は、モータロック状態を検出するための値である。
【０１４６】
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　モータ回転数ＭＲＮがしきい値よりも低く、モータロック状態が検出されると（ステッ
プＳ２４０においてＹＥＳ）、位相変更部７０は、トランジスタＱ１～Ｑ６の温度Ｔ１１
～Ｔ１６およびダイオードＤ１～Ｄ６の温度Ｔ２１～Ｔ２６を取得し（ステップＳ２５０
）、温度Ｔ１１～Ｔ１６，Ｔ２１～Ｔ２６のうち最大のものが規定値を超えているか否か
を判定する（ステップＳ２６０）。この規定値は、たとえばトランジスタＱ１～Ｑ６の耐
熱温度に基づいて決定される。
【０１４７】
　そして、最大温度が規定値を超えていると判定されると（ステップＳ２６０においてＹ
ＥＳ）、位相変更部７０は、その温度最大の相のモータ電流が減少するように、そのとき
のモータ回転角θに基づいて位相変更量αを算出する（ステップＳ２７０）。具体的には
、各相ごとにモータ電流が０となる位相は既知であるので、車両の進行方向と逆方向に対
応する回転方向にモータジェネレータＭＧが回転する方向であって、現在のモータ回転角
θと電流最大相の電流が０となる位相との位相差を位相変更量αとする。
【０１４８】
　なお、モータロック状態の検出は、ＰＷＭセンター制御部における検出結果を用いても
よい。
【０１４９】
　この実施の形態７によれば、温度最大相の電流が低減するので、温度最大相の素子温度
を確実に低減させることができる。なお、この実施の形態７は、ＰＷＭセンターを変化さ
せても素子温度が規定値を超える場合に有効である。したがって、ステップＳ２６０にお
ける温度規定値は、ＰＷＭセンター制御部における温度規定値よりも高めに設定してもよ
い。
【０１５０】
　［実施の形態８］
　上記の実施の形態２～７は、モータロック時に関するものであったが、この実施の形態
８では、モータロック状態でないモータ回転数域においても、インバータ全体の損失低減
を目的にＰＷＭセンターを可変制御する。
【０１５１】
　図２９は、モータ回転数ＭＲＮに対するＰＷＭセンターの制御範囲を示した図である。
図２９を参照して、横軸はモータ回転数ＭＲＮを示し、Ｎ１はモータロック状態の検出し
きい値を示す。モータ回転数ＭＲＮがＮ１よりも低いとき、すなわちモータロック時は、
上記実施の形態２～７のいずれかで示された制御に従って０～１の範囲でＰＷＭセンター
を変化させることにより、インバータ１０の過熱が抑制される。
【０１５２】
　モータ回転数ＭＲＮがＮ１以上のときは、インバータ全体の損失が最小となるように予
めオフラインで求められた値にＰＷＭセンターが制御される。すなわち、インバータ１０
の損失合計が最小となるＰＷＭセンターを電流位相ごとに実験などで予め求めておき、モ
ータ回転角θごとにＰＷＭセンターをマップ化する。そして、そのマップを用いてモータ
回転角θに基づいてＰＷＭセンターを設定する。たとえば、ＰＷＭセンターは、図１２に
示すような変化を示してもよい。
【０１５３】
　ここで、モータ回転数ＭＲＮが上昇すると、各相電圧指令が大きくなり、変調波の振幅
が大きくなるので、ＰＷＭセンターの制御範囲は、モータ回転数ＭＲＮの上昇に伴ない制
限される。そして、変調波の振幅が最大となるモータ回転数をＮ２とすると、モータ回転
数ＭＲＮがＮ２以上になるとＰＷＭセンターを０．５から変化させることができなくなる
。
【０１５４】
　そこで、この実施の形態８では、図２９に示される実線の範囲内でＰＷＭセンターが可
変制御される。すなわち、モータ回転数ＭＲＮがＮ１からＮ２の範囲では、図２９に示さ
れる実線の範囲内でインバータ全体の損失が最小となるように、マップを用いてＰＷＭセ
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ンターが設定される。そして、モータ回転数ＭＲＮがＮ２を超えると、ＰＷＭセンターは
０．５固定となる。
【０１５５】
　実施の形態８による電動車両およびＥＣＵの全体構成は、それぞれ図２３に示した電動
車両１００Ｂおよび図２４に示したＥＣＵ２０Ｃと同じである。
【０１５６】
　図３０は、実施の形態８におけるＰＷＭセンター制御部６６Ｄの制御構造を説明するた
めのフローチャートである。図３０を参照して、ＰＷＭセンター制御部６６Ｄは、キャリ
ア周波数設定部６４からキャリア周波数ＦＣを取得すると（ステップＳ３１０）、キャリ
ア周波数ＦＣが予め定められたしきい値よりも低いか否かを判定する（ステップＳ３２０
）。キャリア周波数ＦＣがしきい値よりも低いと判定されると（ステップＳ３２０におい
てＹＥＳ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｄは、モータ回転数ＭＲＮおよびモータ回転角θ
を取得し（ステップＳ３３０）、モータ回転数ＭＲＮがしきい値Ｎ１よりも低いか否かを
判定する（ステップＳ３４０）。このしきい値Ｎ１は、モータロック状態を検出するため
の値である。
【０１５７】
　モータ回転数ＭＲＮがしきい値Ｎ１よりも低いと判定されると（ステップＳ３４０にお
いてＹＥＳ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｄは、過熱抑制用のＰＷＭセンターが設定され
るようにＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを生成する（ステップＳ３６０）。具体的には、Ｐ
ＷＭセンター制御部６６Ｄは、上記の各実施の形態で説明した手法を用いてＰＷＭセンタ
ー補正値ΔＣＥを算出する。
【０１５８】
　ステップＳ３４０においてモータ回転数ＭＲＮがしきい値Ｎ１以上であると判定される
と（ステップＳ３４０においてＮＯ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｄは、モータ回転数Ｍ
ＲＮがしきい値Ｎ２（＞Ｎ１）よりも低いか否かを判定する（ステップＳ３５０）。
【０１５９】
　モータ回転数ＭＲＮがしきい値Ｎ２よりも低いと判定されると（ステップＳ３５０にお
いてＹＥＳ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｄは、損失最小用のＰＷＭセンターが設定され
るようにＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを生成する（ステップＳ３７０）。具体的には、Ｐ
ＷＭセンター制御部６６Ｄは、予め求められたマップを用いて、モータ回転角θに基づい
て損失最小用のＰＷＭセンターを決定し、その決定したＰＷＭセンターに基づいてＰＷＭ
センター補正値ΔＣＥを算出する。
【０１６０】
　ステップＳ３５０においてモータ回転数ＭＲＮがしきい値Ｎ２以上であると判定される
と（ステップＳ３５０においてＮＯ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｄは、ＰＷＭセンター
が０．５となるようにＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを０とする（ステップＳ３８０）。そ
して、ＰＷＭセンター制御部６６Ｄは、ＰＷＭセンター補正値ΔＣＥをＰＷＭ信号生成部
６８へ出力する（ステップＳ３９０）。
【０１６１】
　この実施の形態８によれば、モータロック状態でないモータ回転数域（＜Ｎ２）におい
ては、インバータ全体の損失を低減するようにＰＷＭセンターを可変制御するようにした
ので、エネルギーコストを低減することができる。
【０１６２】
　［実施の形態９］
　上述のように、モータ回転数ＭＲＮが上昇すると、変調波の振幅が大きくなるので、Ｐ
ＷＭセンター値の制御範囲を制限しても、実際に変調波が上下限（０，１）にかかる場合
も想定される。また、モータロック領域（モータ回転数がＮ１よりも低い領域）において
も、車両の状況によっては変調波が上下限にかかり得る。そこで、この実施の形態９では
、変調波が上下限（０，１）を超えない範囲にＰＷＭセンターの可変領域をリアルタイム
で制限する。
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【０１６３】
　図３１は、変調波の一波形図である。図３１を参照して、曲線ｋ３１～ｋ３３は、各相
変調波を示し、三角波ＣＲは搬送波を示す。ＰＷＭセンターはＣＥ（＞０．５）であり、
このとき各相変調波のピーク値は上限値（１）に達している。この実施の形態９では、Ｐ
ＷＭセンターがこのＣＥを超えないようにＰＷＭセンター補正値ΔＣＥが制限される。
【０１６４】
　実施の形態９による電動車両およびＥＣＵの全体構成は、実施の形態８と同じである。
　図３２は、実施の形態９におけるＰＷＭセンター制御部６６Ｅの制御構造を説明するた
めのフローチャートである。図３２を参照して、このフローチャートは、図３０に示した
フローチャートにおいてステップＳ４００～Ｓ４５０をさらに含む。すなわち、ステップ
Ｓ３６０またはＳ３７０においてＰＷＭセンター補正値ΔＣＥが算出されると、そのＰＷ
Ｍセンター補正値ΔＣＥに基づいて各相変調波が再計算される（ステップＳ４００）。そ
して、その再計算された変調波の最大ピーク値および最小ピーク値が算出される（ステッ
プＳ４１０）。
【０１６５】
　そして、ＰＷＭセンター制御部６６Ｅは、変調波の最大ピーク値が所定値Ａよりも大き
いか否かを判定する（ステップＳ４２０）。なお、所定値Ａは、搬送波の最大値であり、
この実施の形態では１である。
【０１６６】
　ステップＳ４２０において変調波の最大ピーク値が所定値Ａよりも大きいと判定される
と（ステップＳ４２０においてＹＥＳ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｅは、（最大ピーク
値－Ａ）だけＰＷＭセンターが小さくなるようにＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを修正する
（ステップＳ４３０）。その後、ＰＷＭセンター制御部６６Ｅは、ステップＳ３９０へ処
理を移行する。
【０１６７】
　一方、ステップＳ４２０において変調波の最大ピーク値が所定値Ａ以下であると判定さ
れると（ステップＳ４２０においてＮＯ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｅは、変調波の最
小ピーク値が所定値Ｂよりも小さいか否かを判定する（ステップＳ４４０）。なお、所定
値Ｂは、搬送波の最小値であり、この実施の形態では０である。
【０１６８】
　ステップＳ４４０において変調波の最小ピーク値が所定値Ｂよりも小さいと判定される
と（ステップＳ４４０においてＹＥＳ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｅは、（Ｂ－最小ピ
ーク値）だけＰＷＭセンターが大きくなるようにＰＷＭセンター補正値ΔＣＥを修正する
（ステップＳ４５０）。その後、ＰＷＭセンター制御部６６Ｅは、ステップＳ３９０へ処
理を移行する。
【０１６９】
　一方、ステップＳ４４０において変調波の最小ピーク値が所定値Ｂ以上であると判定さ
れると（ステップＳ４４０においてＮＯ）、ＰＷＭセンター制御部６６Ｅは、ステップＳ
３９０へ処理を移行する。
【０１７０】
　なお、ステップＳ３８０による処理が実行されると、ＰＷＭセンター制御部６６Ｅは、
ステップＳ３９０へ処理を移行する。
【０１７１】
　以上のように、この実施の形態９においては、変調波が上下限を超えないようにリアル
タイムでＰＷＭセンターが制限される。ここで、ＰＷＭセンターの可変領域を事前に設定
する場合、種々の部品やセンサのばらつきを考慮してマージンを確保する関係上、可変領
域が狭くなり得るところ、この実施の形態９によれば、ＰＷＭセンターの可変領域を最大
限広くとることができる。したがって、モータ制御が破綻しない範囲でインバータの損失
を最大限抑制することができる。
【０１７２】
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　なお、上記の各実施の形態において、ＥＣＵにおける制御は、実際には、ＣＰＵ（Cent
ral Processing Unit）によって行なわれ、ＣＰＵは、上記のフローチャートの各ステッ
プを備えるプログラムをＲＯＭ（Read Only Memory）から読出し、その読出したプログラ
ムを実行して上記のフローチャートに従って処理を実行する。したがって、ＲＯＭは、上
記のフローチャートの各ステップを備えるプログラムを記録したコンピュータ（ＣＰＵ）
読取可能な記録媒体に相当する。
【０１７３】
　なお、上記の各実施の形態において、蓄電装置Ｂからの電圧を昇圧してインバータ１０
へ供給する昇圧コンバータを蓄電装置Ｂとインバータ１０との間に設けてもよい。なお、
そのような昇圧コンバータとしては、たとえば公知のチョッパ回路を用いることができる
。
【０１７４】
　また、この発明は、モータジェネレータＭＧを車両走行用の動力源として搭載する電気
自動車のほか、さらに内燃機関を搭載するハイブリッド車両や、直流電源として燃料電池
を搭載する燃料電池車に適用可能である。
【０１７５】
　なお、上記において、モータジェネレータＭＧは、この発明における「交流モータ」に
対応する。また、ＰＷＭ信号生成部６８は、この発明における「信号生成部」に対応し、
ＰＷＭセンター制御部６６，６６Ａ～６６Ｅは、この発明における「制御部」に対応する
。さらに、電流センサ２４は、この発明における「電流検出部」に対応し、温度センサ３
１～３６，４１～４６は、この発明における「温度検出部」に対応する。
【０１７６】
　今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範
囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれ
ることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【０１７７】
【図１】この発明の実施の形態１による電動車両のパワートレーン構成を示した図である
。
【図２】図１に示すＥＣＵの機能ブロック図である。
【図３】図２に示すキャリア周波数設定部によって設定されるキャリア周波数を説明する
ための図である。
【図４】スイッチング周波数とインバータにおける損失との関係を示した図である。
【図５】Ｕ相上アームのトランジスタがオンしているときの電流および電圧を示した図で
ある。
【図６】Ｕ相下アームのトランジスタがオンしているときの電流および電圧を示した図で
ある。
【図７】図５，図６に示す電流および電圧の波形図である。
【図８】ＰＷＭセンター操作の考え方の一例を説明するための図である。
【図９】ＰＷＭセンターとオン損失との関係を示した図である。
【図１０】ＰＷＭセンター操作時のスイッチング周波数とインバータ損失との関係を示し
た図である。
【図１１】図２に示すＰＷＭセンター制御部の制御構造を説明するためのフローチャート
である。
【図１２】ＰＷＭセンターの変化の一例を示した図である。
【図１３】実施の形態２におけるＥＣＵの機能ブロック図である。
【図１４】図１３に示すＰＷＭセンター制御部の制御構造を説明するためのフローチャー
トである。
【図１５】モータロック時の変調波の波形図である。
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【図１６】ＰＷＭセンターとトランジスタのオン時間との関係を説明するための図である
。
【図１７】実施の形態４におけるＰＷＭセンター制御部の制御構造を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１８】実施の形態４におけるＰＷＭセンターの変化を示した図である。
【図１９】実施の形態４におけるモータロック時の変調波の波形図である。
【図２０】実施の形態５による電動車両のパワートレーン構成を示した図である。
【図２１】図２０に示すＥＣＵの機能ブロック図である。
【図２２】図２１に示すＰＷＭセンター制御部の制御構造を説明するためのフローチャー
トである。
【図２３】実施の形態６による電動車両のパワートレーン構成を示した図である。
【図２４】図２３に示すＥＣＵの機能ブロック図である。
【図２５】図２４に示すＰＷＭセンター制御部の制御構造を説明するためのフローチャー
トである。
【図２６】各相モータ電流の波形を示した図である。
【図２７】実施の形態７におけるＥＣＵの機能ブロック図である。
【図２８】図２７に示す位相変更部の制御構造を説明するためのフローチャートである。
【図２９】モータ回転数に対するＰＷＭセンターの制御範囲を示した図である。
【図３０】実施の形態８におけるＰＷＭセンター制御部の制御構造を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図３１】変調波の一波形図である。
【図３２】実施の形態９におけるＰＷＭセンター制御部の制御構造を説明するためのフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【０１７８】
　１０　インバータ、１２　Ｕ相アーム、１４　Ｖ相アーム、１６　Ｗ相アーム、２０，
２０Ａ～２０Ｄ　ＥＣＵ、２２　電圧センサ、２４　電流センサ、２６　回転角センサ、
３１～３６，４１～４６　温度センサ、５２　電流指令生成部、５４，６０　座標変換部
、５６－１，５６－２　減算部、５８－１，５８－２　ＰＩ制御部、６２　回転数算出部
、６４　キャリア周波数設定部、６６，６６Ａ～６６Ｅ　ＰＷＭセンター制御部、６８　
ＰＷＭ信号生成部、７０　位相変更部、７２　加算部、１００，１００Ａ，１００Ｂ　電
動車両、Ｂ　蓄電装置、ＰＬ　正極線、ＮＬ　負極線、Ｃ　コンデンサ、Ｑ１～Ｑ６　ト
ランジスタ、Ｄ１～Ｄ６　ダイオード、ＵＬ　Ｕ相ライン、ＶＬ　Ｖ相ライン、ＷＬ　Ｗ
相ライン、ＭＧ　モータジェネレータ、ＤＷ　車輪。
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